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◆事業の概要 

項目 内容 

①世帯数 44,449 世帯（H27 年 2 月現在） 

②児童扶養手当受給者数 692 人（H27 年 1 月現在） 

③開始時期 平成 26 年 10 月 

④母子・父子自立支援員 2 人（正規職員・常勤）、一般行政職員と保健師が兼務 

⑤就業支援専門員 1 人（パート職員・非常勤）、週 4日勤務、9：00～17：00 

⑥事業内容 生活相談、就業相談 

⑦事業実績（Ｈ26 年度） 相談件数：26 件（実件数）、109 件（延件数）、就業件数 0件 

⑧事業費（Ｈ26 年度） 約 280 万円（人件費：27％、ひとり親相談システム導入経費：73％） 

※平成 26 年度事業実績は、H26 年 10 月～H27 年 1 月 
 
◆事業経緯 

 

市における相談窓口強化事業は平成 26 年 10

月からで、それ以前は、正規職員が兼務して自立

支援プログラム策定を行っていた。 

市では、ひとり親家庭に対する国の方針と市の

方針を踏まえて事業化を決定、新たに就業支援専

門員を配置して専門的な自立・就業支援を行って

いる。 

 

◆母子・父子自立支援員、就業支援専門員 

 

[母子・父子自立支援員] 

母子・父子自立支援員は、現在 2 人で一般行政

職の職員と保健師が兼務している状況である。 

1 人は、児童扶養手当関連の事務処理がメイン

となっており、課長補佐兼係長として管理業務も

行っている。 

もう 1 人は保健師（正規職員）で、この担当者

が自立プログラム策定や家庭・児童相談を担当し

ている。 

 

[就業支援専門員] 

就業支援専門員は、平成 26 年 10 月から 1 人

配置されており、雇用形態はパート職員（非常勤）、

出勤は、週 4 日（月火水金）、勤務時間は 9 時～

17 時である。 

パート職員であることから、就業相談も時間内

が原則であり、土日や時間外での相談は原則でき

ない（就業支援専門員は、元児童福祉関係の仕事

をしていた経歴がある）。 

 

◆配置に当たっての工夫 

 

現在、3 人ともこども支援課に配置されており、

座席も並んでいる。 

配置に当たっては、ひとり親家庭のファースト

コンタクトの機会である児童扶養手当の新規申請

や転入手続きを担当するこども支援課が適切であ

るとして配置した。 

以前は、正規職員が兼務で自立支援プログラム

策定を行っていたため、最低限のことしかできな

かったことを考えると就業支援専門員の配置は大

きな進歩と考えている。 

就業支援専門員は、庁舎内での業務のみであり、

地域の出張所（市民センターなど）へ出向いての

相談は行っていない。 

また、地域の出張所にひとり親の就業相談があ
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った場合は、本庁のこども支援課まで来てもらい、

窓口で相談を受けている。 

 

◆具体的な取組状況 

 

[就業支援専門員] 

就業支援専門員の業務は、離婚前の相談が多く、

相談内容も①子供をどうするか（保育園に預ける）、

②仕事をどうするか、③住む所をどうするか、④

養育費をどうするかという内容が多い。 

就業支援専門員は、②の就業相談、支援をメイ

ンに行うとともに、それぞれを担当する窓口や担

当者へ適切に誘導するという「コーディネーター」

としての役割も担っている。 

就業相談については、ハローワークに同行し、

一緒に仕事を探すという具体的な支援を行ってい

る。 

 

[母子・父子自立支援員] 

母子・父子自立支援員は、生活相談がメインで

あるが、就業を目的に相談に来るケースはまだ少

なく、多くは「生活費が大変」といった経済的な

相談が多い。そのため、離婚してひとり親になっ

て児童扶養手当の申請に来た時に、「受けること

のできる経済的な公的支援」について説明するこ

とが業務の中心となっている。 

就業については、既に就職している人や自身で

ハローワークで職を探せる人は支援の対象とはな

らず、生活面等の問題が多い人について、就業支

援専門員と自立支援プログラムを策定したり高等

職業訓練促進給付金に誘導したりして就業を目指

す。 

 

◆連携状況 
 

[庁内関係部署との連携] 

就業支援専門員を配置することで、以下の担当

等との連携がワンストップでできるようになった。 

・児童扶養手当担当との連携（支給事務、転入

事務等での家庭状況の聞き取り等） 

・母子父子自立支援担当との連携（自立支援教

育訓練給付金等の案内、施設入所措置等） 

・保育所入所担当との連携（保育サービスの利

用案内、利用補助の案内等） 

・家庭児童相談室との連携（児童養育上の課題

等の有無確認等） 

この他、庁内の関連部門とも連携している 

（主に情報連携） 

・生活保護担当（福祉総務課） 

・障害福祉担当（障害福祉課） 

・公営住宅担当（住宅政策課） 

・DV 担当（まちづくり協働センター男女共同

参画担当） 

・母子保健担当課（健康増進課） 

 

[ひとり親相談システム] 

今までは、応対する職員が異なると、そこで生

活の背景などを改めて説明することが必要であっ

たが、今回導入した相談システムを使うことで、

こうした情報をシステムを介して共有できること

で、スムーズな連携が可能となった。 

同システムは、既に存在している「家庭児童相

談システム」と同じプラットフォームで作成され

ているもので、児童の情報と住民基本台帳との情

報がリンクされているのが特徴である。 

このシステムの優れている点は、データベース

の検索機能であり、児童名や親の名前から関連す

る情報が呼び出せることである。仮に、相談者が

窓口に来た場合、データベースによってその人の

情報が瞬時に把握できるので、相談に無駄がなく、

相談者も異なる担当者にその都度説明する必要が

なくなるため、効率的に業務を進めることが可能

となる。 

 

[生活困窮者のための窓口との連携] 

「生活困窮者の窓口」との連携では、「社会福

祉協議会を窓口とする」という検討がなされてお

り、ここを窓口として市の関連部門などから成る

協議会組織との連携を行うことを検討している。 

 

[ハローワークとの連携] 

ハローワークとの連携は、現状そこまでの支援

者がいないので、頻繁な連携はこれからと考えて

いる。 

昨年 10 月からの事業実施で、就業に至った実

績はゼロ件である。 

現状 1 名が自立支援プログラム策定の同意を得

ている段階で、今後、この相談者とハローワーク

に同行し具体的な就業活動を行う予定である。 

三田のハローワークには、マザーズコーナーが

ないため、定期的に母子関連の求人情報が送られ

てくるようにはなっている。 
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[関係機関との連携] 

母子・父子福祉団体として「三田市婦人共励会」

があり、市の広報で告知してひとり親家庭の親睦

事業を行っている。 

親睦事業として潮干狩りやミカン狩り、クリス

マス会などを年 2 回程度実施している。 

費用は、1 人 500 円で、1 回で 50～60 人集

まる。 

 

◆周知活動 
 

児童扶養手当の申請時、離婚前相談の全てに「ひ

とり親等家庭に対する支援の概要」という A3 版

二つ折りのチラシを手渡している。 

施策の周知という点では、HP に掲載はしてい

るが、やや分かりにくいという点は自覚している。 

また、目立った PR や定期的な広報での周知も

十分ではないと考えている。 

平成 26 年 10 月からの事業開始に当たっては、

組織体制面を整えたが、情報発信等の PR は不十

分である。 

 

◆支援対象者の把握 

 

支援対象者の把握方法は、児童扶養手当の申請

時に色々話を聞いて必要に応じた支援を行うとい

うのが基本的な考え方である。 

もちろん、家庭児童相談室からの誘導などもあ

るが、相談システムをうまく活用することで関連

部門との連携を効果的に行える仕組みを今後も活

用していく考えである。 

実際、平成 26 年 10 月から事業を開始して、

「高等職業訓練促進給付金」と「貸付け相談」が

相談、申請とも多くなっているが、これは、国が

積極的にひとり親支援というのを PR している影

響もあるのではないかと考えている。 

庁内で「ひとり親」という言葉を使用するかど

うかを検討した経緯があり、国の方針と三田市の

今後の方針を踏まえて「ひとり親」という言葉を

使うようにしている。 

 

◆事業実績 

平成 26 年 10 月以降の実績は、相談件数では

就業支援専門員が実人数で 9 人、自立支援員が

17 人の合計 26 件であるが、就業実績はない。

（平成 27 年 1 月時点） 

 

[就業までいかない理由] 

こども支援課は、母子父子寡婦福祉法の業務を

所管しており、児童扶養手当受給者を就業へと誘

導するのは問題ないが、離婚前の相談の場合は、

生活面の相談や他部門への誘導等を行うことが多

くなり、結果として相談数はそれなりにあるが、

就業以前の問題が多く、就業支援まで結びつかな

いのが実情である。 

 

◆当事業への意見や考え方 

 

[自治体] 

これまで当市では、ひとり親の相談をする中で、

正規職員が兼務でやっていたが、今回、窓口強化

事業ということで、非常勤職員が専門的かつ継続

的に就業支援ができるようになったのは非常に大

きいと考えている。 

就業支援専門員が支援を一元かつ継続的に行う

ことは、相談者の信頼につながり、相談もし易く

なると考えている。 

 

[利用者] 

市民からも「一つの窓口で相談できるのはあり

がたい」という声が聞かれる。 

 

◆現状の課題と今後の目標 

 

[現状の課題] 

ひとり親家庭への総合的な支援のための就業支

援専門員は、法令等はもちろんのこと、支援メニ

ューなどについての知識が必要な上、関係者や関

係機関との連絡調整といったコーディネート能力

を持つ必要があるが、こうした人材の確保は難し

いため、今後は、内部で人材を育成することも検

討する必要がある。 

また、事業の周知についてもっと様々な媒体を

活用して PR していくことが重要と考える。 

 

[今後の目標] 

今後は、就業支援実績を高めていくことで、一

層、市民への周知が図られていくことを期待して

いる。 

また、次年度は、非常勤嘱託員として雇用する

ことも考えており、今後はさらに積極的に取り組

んでいく方針である。 
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◆ひとり親家庭に対する支援の概要（A3 版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三田市 
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◆相談記録様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆相談結果報告書（システムの出力形式） 
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